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地域保健法（抄） 

（昭和２２年９月５日法律第１０１号） 

 

第一章 総則 

第一条 この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置そ

の他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保

健法（昭和４０年法律第１４１号）その他の地域保健対策に関する法律によ

る対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の

健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。 

第二条 地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講

ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境

の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、

地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需

要に適確に対応することができるように、地域の特性及び社会福祉等の関連

施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に推進されることを基本理念と

する。 

 

第三章 保健所 

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必

要な事業を行う。 

一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 

二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 

三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 

四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事

項 

五 医事及び薬事に関する事項 

六 保健師に関する事項 

七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

九 歯科保健に関する事項 

十 精神保健に関する事項 

十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養

を必要とする者の保健に関する事項 

十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 

十三 衛生上の試験及び検査に関する事項 

十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 


